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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積層パッケージング構造物であって、
　ａ）
　約７５ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％のエチレン含量を有するＥＶＯＨ（エチレンビニルア
ルコール）コポリマー；および／または
　ブレンド中の総エチレン含量が約８５ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％である、ＥＶＯＨコポ
リマーおよびＰＥ（ポリエチレン）のブレンド
のうちの少なくとも１つを含む最内部ヒートシール層
を含む積層パッケージング構造物。
【請求項２】
　ｂ）任意選択により、最内部ヒートシール層と相溶性があり、それと隣接する少なくと
も１つのポリマーバリア層；および
　ｃ）存在する場合の少なくとも１つの任意選択のバリア層と、相溶性があり、それと隣
接する、または少なくとも１つの任意選択のバリア層が存在しない場合は、最内部ヒート
シール層と相溶性があり、それと隣接する最外部ポリマー層
をさらに含む、請求項１に記載の積層パッケージング構造物。
【請求項３】
　ＰＥ（ポリエチレン）のうちの少なくとも１つが、以下のポリマー：高密度ポリエチレ
ン（HDPE）；線状低密度ポリエチレン（LLDPE）；超低密度ポリエチレンコポリマー（VLD
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PE）；超低密度（ULDPE）ポリエチレンコポリマー；高圧、フリーラジカル重合エチレン
ホモポリマー（LDPE）；エチレンと、酢酸ビニル、アクリラート（メチル－、エチル－、
および／またはブチル－アクリラート）、酸コモノマー（アクリル酸、およびメタクリル
酸）との高圧、フリーラジカル重合コポリマー；ならびにエチレン－酸コポリマーの部分
的に中和されたまたは中和されたアイオノマーのうちの１つまたは複数を含む、請求項１
または２に記載の積層パッケージング構造物。
【請求項４】
　最内部ヒートシール層、任意選択による少なくとも１つのポリマーバリア層、および最
外部ポリマー層を含む共押出ししたフィルムである、請求項２に記載の積層パッケージン
グ構造物。
【請求項５】
　最内部ヒートシール層が、約８０ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％のエチレン含量を有するＥ
ＶＯＨ（エチレンビニルアルコール）コポリマーを含む、請求項１または２に記載の積層
パッケージング構造物。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の積層パッケージング構造物を含む飲料成分パウ
チ。
【請求項７】
　飲料成分パウチ用バリア積層パッケージング構造物中のフレーバースカルピングを低減
する方法であって、
　ａ）
　約７５ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％のエチレン含量を有するＥＶＯＨ（エチレンビニルア
ルコール）コポリマー；および／または
　ブレンド中の総エチレン含量が約８５ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％である、ＥＶＯＨコポ
リマーおよびＰＥ（ポリエチレン）のブレンド
のうちの少なくとも１つを含む最内部ヒートシール層を有する飲料成分パウチを用意する
工程と；
　ｂ）飲料成分を飲料成分パウチ中にある期間、貯蔵する工程と
を含む、方法。
【請求項８】
　積層パッケージング構造物が、２つ以上のポリマーバリア層を含む、請求項７に記載の
フレーバースカルピングを低減する方法。
【請求項９】
　最内部ヒートシール層が、約８０ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％のエチレン含量を有するＥ
ＶＯＨ（エチレンビニルアルコール）コポリマーを含む、請求項７又は８に記載のフレー
バースカルピングを低減する方法。
【請求項１０】
　前記ＰＥ（ポリエチレン）が、以下のポリマー：高密度ポリエチレン（HDPE）；線状低
密度ポリエチレン（LLDPE）；超低密度ポリエチレンコポリマー（VLDPE）；超低密度（UL
DPE）ポリエチレンコポリマー；高圧、フリーラジカル重合エチレンホモポリマー（LDPE
）；エチレンと、酢酸ビニル、アクリラート（メチル－、エチル－、および／またはブチ
ル－アクリラート）、酸コモノマー（アクリル酸、およびメタクリル酸）との高圧、フリ
ーラジカル重合コポリマー；ならびにエチレン－酸コポリマーの部分的に中和されたまた
は中和されたアイオノマーのうちの１つまたは複数を含む、請求項７から９のいずれか一
項に記載のフレーバースカルピングを低減する方法。
【請求項１１】
　ヒートシール可能な積層パッケージング構造物フィルムを製造する方法であって、
　ａ）
　約７５ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％のエチレン含量を有するＥＶＯＨ（エチレンビニルア
ルコール）コポリマー；および／または
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　ブレンド中の総エチレン含量が約８５ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％である、ＥＶＯＨコポ
リマーおよびＰＥ（ポリエチレン）のブレンド
のうちの少なくとも１つを含む最内部ヒートシール層；
　ｂ）任意選択により、最内部ヒートシール層と相溶性があり、それと隣接する少なくと
も１つのポリマーバリア層；および
　ｃ）存在する場合の少なくとも１つの任意選択のバリア層と相溶性があり、それと隣接
する、または少なくとも１つの任意選択のバリア層が存在しない場合は、最内部ヒートシ
ール層と相溶性があり、それと隣接する最外部ポリマー層
を共押出しする工程を含む、方法。
【請求項１２】
　約７５ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％のエチレン含量を有するＥＶＯＨ（エチレンビニルア
ルコール）コポリマー；および／または
　ブレンド中の総エチレン含量が約８５ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％である、ＥＶＯＨコポ
リマーおよびＰＥ（ポリエチレン）のブレンド
のうちの少なくとも１つを含む最内部ヒートシール層を含む飲料成分パウチ。
【請求項１３】
　最内部ヒートシール層と相溶性があり、それと隣接する少なくとも１つの任意選択のポ
リマーバリア層；および／または
　存在する場合の少なくとも１つの任意選択のバリア層と相溶性があり、それと隣接する
、または少なくとも１つの任意選択のバリア層が存在しない場合、最内部ヒートシール層
と相溶性があり、それと隣接する最外部ポリマー層
をさらに含む、請求項１２に記載の飲料成分パウチ。
【請求項１４】
　ａ）請求項１２に記載の飲料成分パウチ；および
　ｂ）飲料ベース、飲料成分、または飲料成分濃縮物
を含むパッケージされた飲料成分。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
[001]　本出願は、２０１５年１０月７日に出願した、米国特許仮出願第６２／２３８，
３６９号の優先権を主張するものであり、これを参照により本明細書に援用する。
【０００２】
[002]　本開示は、一般に容器充填システムおよび方法に関し、より詳細には、容器等を
作り出すために使用されるいくつかの部材を製造し、組み立て、輸送し、および充填する
システムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
[003]　ポリエチレンテレフタラート（PET）ベースのびんおよび容器は、飲料産業におい
て炭酸飲料、果実ジュース、果実飲料等をパッケージするために広範に使用されている。
しかし、多くのＰＥＴおよび他のポリマーベースのびんは、不十分な機械的および／また
は熱的特性、ならびに酸素の進入および／または二酸化炭素の損失を許す不十分なバリア
性能特性に悩まされることがある。特に、ポリマー樹脂によるフレーバースカルピングは
また、ポリマーベースのパッケージングの性能を制限する。
【０００４】
[004]　同様の性能問題が、希釈液との混合物として調合するのに使用される、飲料ベー
ス、飲料成分または飲料成分濃縮物を収納するヒートシール可能なパウチまたはカートリ
ッジに対して生じる。パッケージされた飲料と同様に、飲料ベースまたは成分のパウチま
たはカートリッジに対して使用されるバリア積層パッケージング構造物は、貯蔵または輸
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送の間に温度限界に曝され得て、適切な冷却がないディスペンサー中で使用され得る。こ
れらのバリア積層パッケージング構造物は、通常パッケージ性能を増強するために様々な
機能性層を含むことができる。しかし、飲料ベース、成分、または成分濃縮物を入れるパ
ウチまたはバッグの特定の化学組成物は、フレーバースカルピング、酸素透過、および／
または望ましくない水分の進入または退出に影響を及ぼし、これらがパウチまたはカート
リッジおよびその内容物の安定性および耐用年数に影響を及ぼすことがある。
【０００５】
[005]　必要なものは、飲料ベース、成分または成分濃縮物を入れる、ディスペンサーに
使用するための使い捨てパウチまたはカートリッジに対する改良されたパッケージング設
計であり、これは貯蔵の間の製品の劣化を低減することができる。特に有用な改良された
設計は、使い捨てパウチまたはカートリッジに対する従来の設計に比較して、高温におけ
る劣化を低減し、フレーバースカルピング、および酸素および水分の透過を低減するまた
は最小限に抑えるのに役立つ。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
[006]　食品用軟質プラスチックパッケージの主要な機能は、供給業者から消費者の間の
流通サイクル中のその保護である。しかし、食品に隣接するプラスチック層は、フレーバ
ー収着に対する適切なバリアが得られるように適切に設計されていない場合、食品フレー
バー成分を吸収し、フレーバー経験を変化させ、それによって消費者に対する製品の品質
を低下させる可能性がある。さらに、軟質プラスチックパッケージ中の食品接触層は、ヒ
ートシールが可能であることがしばしば要求され、それゆえ、パッケージを、酸素ガス、
水分損失、および環境汚染物の吸収への曝露から食品を防護するために密封することがで
きる。しかし、食品接触層を含むために熱可塑性材料を選択する場合、ヒートシール性お
よび低いフレーバー吸収は、相反する検討事項である。
【０００７】
[007]　例えば、食品接触層として、結晶性領域はフレーバー成分の拡散および取込みに
対するバリアをもたらすので、半結晶性ポリマーが使用され得る。しかし、このような結
晶性ポリマーは、合わせたフィルムの界面全域の連鎖移動度が制限されるために、ヒート
シールすることが困難であり得る。これは、ポリビニルアルコールおよびエチレン－ビニ
ルアルコールコポリマー等の半結晶性の水素結合したバリアポリマーではとりわけ当ては
まる可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
[008]　一態様によれば、本開示は、ポリマーのブレンドアプローチまたは方策を使用す
ることを記載しており、ポリマーのブレンドは、エチレンビニルアルコール（EVA）コポ
リマー中に、ヒートシール可能なポリオレフィンベースの樹脂または樹脂ブレンドを分配
し、分散することが見出されている。通常、エチレンビニルアルコール（EVA）コポリマ
ーのエチレン含量は、約１ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％；あるいは約１０ｍｏｌ％～約７５
ｍｏｌ％；あるいは約２０ｍｏｌ％～約６０ｍｏｌ％；または、あるいは約２４ｍｏｌ％
～約４８ｍｏｌ％であってもよい。他の態様において、ヒートシール性樹脂は、主成分の
ＥＶＯＨマトリックスと、その共連続性のレベル（理論に基づくとΦ副成分≦０．１９、
しかし、該副成分相の体積分率は５０％以上もの多さであり得る）以下の体積分率におい
て副成分としてブレンドすることができる。
【０００９】
[009]　さらに、一態様において、相の安定性は、通常主成分のＥＶＯＨマトリックスと
ブレンドする前のエチレンベースの副成分相樹脂に、反応性、界面相溶化ポリマーを添加
することによって保護され得る。いかなる理論にも拘泥するものではないが、反応性相溶
化ポリマーは、ポリオレフィン－ＥＶＯＨの界面まで拡散し、ＥＶＯＨ樹脂のヒドロキシ
ル官能基と反応することができ、それによって、相構造を安定化し、新規な界面領域が生
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成されるので、加工およびヒートシールの間に増強された界面強度の発生をもたらすもの
と考えられる。
【００１０】
[0010]　したがって、本開示は、飲料ベース、成分、または成分濃縮物を入れるために製
造されるパウチの新規な構造物および化学組成物を含めた、飲料成分パウチ、バッグ、ま
たはカートリッジ用に使用される新規なヒートシール可能な、バリア積層パッケージング
構造物を提供する。バリア積層パッケージングに使用されるこれらの構造物および組成物
は、フレーバースカルピング、酸素透過性、および／または望ましくない水分の進入また
は退出に関する性能を向上させながら、改良されたヒートシール性を提供することができ
る。これらの特性は、それがパウチまたはカートリッジおよびその内容物の安定性および
耐用年数に影響を及ぼす。
【００１１】
[0011]　一般に、バリア積層パッケージング構造物は、パッケージ性能を増強し、保証す
るために、様々な機能性層を含むことができる。例えば、積層材の最外部層は、最内部の
ヒートシール層より高い融解ピーク温度を有してもよい。公知のバリア積層構造物の例示
的およびやや典型的な実施形態を表１に例示する。
【００１２】
【表１】

【００１３】
[0012]　上記表の例示的なバリア積層構造物において、ＰＡ（ポリアミド）層は、一般に
構造物に対して、限定されたガスバリア機能を付与するが、穿刺に対する抵抗性を提供す
る。ＥＶＯＨ（エチレンビニルアルコールコポリマー）層は、一般に酸素ガス進入に対す
るバリアを付与し、ＰＥ（ポリエチレンベースのポリマーまたはコポリマー）およびＰＥ
Ｔ－Ｏｘ（PET上の無機酸化物コーティング）は、構造物に水分バリアを付与し、ＰＥＴ
－Ｏｘは水分の進入または退出に対して最大のバリアを付与する。三菱樹脂株式会社に譲
渡されたＨａｃｈｉｓｕｋａらの米国特許第７，６７８，４４８号、およびＥ．Ｉ．Ｄｕ
ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙに譲渡されたＫｕｒｌａｎら
の米国特許第６，９０２，８０２号には、低ヒートシール開始温度を有する、様々なヒー
トシール性樹脂および非吸着性樹脂が記載されている。
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【００１４】
[0013]　可能な積層構造物の範囲ならびに意図するパッケージング機能および性能にもか
かわらず、すべてのバリア積層構造物は、第１の密閉においてそれ自体に対して、および
充填後の第２のヒートシール操作において、それ自体および／または調合備品に対してヒ
ートシール可能であるシーラント層を有して、最終パッケージを形成する。ほとんどのヒ
ートシール層は、ポリオレフィンベースのポリマーおよびコポリマーを含む。ポリオレフ
ィンベースのポリマーおよびコポリマーの典型的な例には、チーグラー－ナッタまたはメ
タロセン触媒ポリエチレンホモポリマー、およびα－オレフィンコポリマー、エチレン－
プロピレンコポリマー、エチレン－アクリル酸およびエチレン－メタクリル酸コポリマー
、および部分的に中和されたこれらの変形体が含まれる。
【００１５】
[0014]　バリア積層構造物用シーラントポリマーの例が、米国特許第７，６７８，４４８
号に提供されている。これらのポリオレフィンベースのシーラント層の多くは、低ヒート
シール開始温度において容易にヒートシール可能であり、高ヒートシール強度を有するが
、パッケージされた製品中のフレーバー成分の有意の取込みをこうむりがちである。この
望ましくない、パッケージされた製品中のフレーバー成分の取込みは、本明細書では、「
フレーバースカルピング」と称される。様々なフレーバー成分が、シーラントポリマーマ
トリックス中で拡散し、分配する傾向は、パッケージ製品を元のフレーバー品質、芳香お
よび食味プロファイルが枯渇した状態にする。
【００１６】
[0015]　したがって、一態様において、本開示はフレーバースカルピングに対する必要な
抵抗性を付与するために、特別に配合された極性バリアポリマーを使用することによって
この問題に対処し、同時に優れたヒートシール性を提供する。従来のシーラント層とは逆
に、本開示によるシーラント層は、これらの機能を与えるために、特別に配合されたＥＶ
ＯＨ等の極性バリアポリマーを含むことができ、または選択することができる。
【００１７】
[0016]　一般に、ＥＶＯＨコポリマーは、その高結晶化度および高い融解ピーク温度のた
めに、そのヒートシール性が良いことは知られていない。本開示は、特別に必要性に応じ
たＥＶＯＨコポリマー、および増強された性能を付与するための特定の「バランスのとれ
た」ポリマーブレンド配合物の設計における予想外の成功を説明する。即ち、特定のバラ
ンスのとれたポリマーブレンドは、適切なヒートシール性および改良されたフレーバース
カルピング性能の両方を確保する。
【００１８】
[0017]　したがって、一態様によれば、本開示は、飲料ベース、成分、または成分濃縮物
を入れるために製造されるパウチの新規な構造物および化学組成物を含めた、飲料成分パ
ウチまたはカートリッジ用に使用される新規なヒートシール可能な、バリア積層パッケー
ジング構造物を提供する。本開示において説明される様々なバランスのとれたポリマーブ
レンド、パウチおよびカートリッジ、および方法は、その構造にかかわらず、バリア積層
構造物に一般におよび広範に適用することができる。即ち、開示されているポリマーブレ
ンド、パウチおよびカートリッジは、該積層構造物のヒートシール性を犠牲にすることな
く、フレーバースカルピングを軽減する直接ドロップイン（drop-in）技術を提供する。
【００１９】
[0018]　一態様において、本開示は、飲料成分パウチ用積層パッケージング構造物であっ
て、
　ａ）
　約１ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％のエチレン含量を有するＥＶＯＨ（エチレンビニルアル
コール）コポリマー；および／または
　ブレンド中の総エチレン含量が約１ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％である、ＥＶＯＨコポリ
マーおよびＰＥ（ポリエチレン）のブレンド
のうちの少なくとも１つを含む最内部ヒートシール層
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を含む積層パッケージング構造物を提供する。
　典型的には、飲料成分パウチ用積層パッケージング構造物は、
　ｂ）任意選択により、最内部ヒートシール層と相溶性があり、それと隣接する少なくと
も１つのポリマーバリア層；および
　ｃ）存在する場合の少なくとも１つの任意選択のバリア層と、相溶性があり、それと隣
接する、または少なくとも１つの任意選択のバリア層が存在しない場合は、最内部ヒート
シール層と相溶性があり、それと隣接する最外部ポリマー層
をさらに含むことができる。上記およびその他の態様において、エチレンビニルアルコー
ル（EVOH）コポリマーのエチレン含量は、約１ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％；あるいは約１
０ｍｏｌ％～約７５ｍｏｌ％；あるいは約２０ｍｏｌ％～約６０ｍｏｌ％；または、ある
いは約２４ｍｏｌ％～約４８ｍｏｌ％であってもよい。
【００２０】
[0019]　一般に、ＥＶＯＨおよびエチレンベースのホモポリマーまたはコポリマーブレン
ドは、ＥＶＯＨ相をエチレンコポリマーブレンドベースの相と界面全域で結合することが
できるヒドロキシル反応性相溶化剤を含有することができる。相溶化剤の例には、限定す
るものではないが、無水物をグラフト化したポリエチレンの変形体、ＥＶＯＨのヒドロキ
シル官能基と反応により結合することが可能なエポキシ修飾（グリシジル）樹脂（例えば
グリシジルメタクリラート修飾樹脂）、および／またはヒドロキシル官能基との反応が可
能な反応性官能基を有する任意の樹脂が含まれる。
【００２１】
[0020]　他の態様において、本開示はまた、飲料成分パウチ用バリア積層パッケージング
構造物中のフレーバースカルピングを低減する方法であって、
　ａ）
　約１ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％のエチレン含量を有するＥＶＯＨ（エチレンビニルアル
コール）コポリマー；および／または
　ブレンド中の総エチレン含量が約１ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％である、ＥＶＯＨコポリ
マーおよびＰＥ（ポリエチレン）のブレンド
のうちの少なくとも１つを含む最内部ヒートシール層を有する飲料成分パウチを用意する
工程と；
　ｂ）飲料成分を飲料成分パウチ中にある期間、貯蔵する工程と
を含む、方法を記載する。
　さらに、フレーバースカルピングを低減する本方法は、直前に説明した最内部ヒートシ
ール層を含み、
　最内部ヒートシール層と相溶性があり、それと隣接する少なくとも１つの任意選択のポ
リマーバリア層；および／または
　存在する場合の少なくとも１つの任意選択のバリア層と相溶性があり、それと隣接する
、または少なくとも１つの任意選択のバリア層が存在しない場合、最内部ヒートシール層
と相溶性があり、それと隣接する最外部ポリマー層
をさらに含む、飲料パウチ用に使用される共押出しされた積層パッケージング構造物を含
むことができる。
【００２２】
[0021]　したがって、本開示のさらなる態様は、ヒートシール可能な積層パッケージング
構造物フィルムを製造する方法であって、
　ａ）
　約１ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％のエチレン含量を有するＥＶＯＨ（エチレンビニルアル
コール）コポリマー；および／または
　ブレンド中の総エチレン含量が約１ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％である、ＥＶＯＨコポリ
マーおよびＰＥ（ポリエチレン）のブレンド
のうちの少なくとも１つを含む最内部ヒートシール層
　ｂ）任意選択により、最内部ヒートシール層と相溶性があり、それと隣接する少なくと
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も１つのポリマーバリア層；および
　ｃ）存在する場合の少なくとも１つの任意選択のバリア層と相溶性があり、それと隣接
する、または少なくとも１つの任意選択のバリア層が存在しない場合、最内部ヒートシー
ル層と相溶性があり、それと隣接する最外部ポリマー層
を共押出しする工程を含む、方法を提供する。
【００２３】
[0022]　これらの比較的正攻法の多層包装用フィルム、パウチ、および方法は、飲料成分
混合物に一般的に見られる幅広いフレーバー分子に対する優れたバリア性を提供するため
に使用される。多層構造は、パッケージの最初のいくつかの内部層中で様々な溶解度およ
び拡散速度を有し得る分子のフレーバースカルピングにいくつかの限界をもたらすことが
ある。例えば、ある種のフレーバー分子は、低い溶解度によって第１の（最内部）層中に
保持され得て、一方、他の分子は第１の（最内部）層には可溶性であるが、第２の層には
可溶性でないことがある。
【００２４】
[0023]　このようにして、本開示は、ＥＶＯＨおよびエチレンベースのホモポリマーまた
はコポリマーブレンドが、ヒドロキシル反応性相溶化剤と共に、ＥＶＯＨ相をエチレンコ
ポリマーブレンドベース相と界面全域で結合させることができることを想定している。理
論に拘泥するものではないが、このことは、一般に２つの目的を実現することができる：
（１）ブレンドされた層が全面的に一体化され強くなるために界面を強化すること、およ
び（２）自己相互拡散して、ヒートシール層としてＥＶＯＨ単独で達成されるものを上回
る改良されたヒートシール強度を得ることができる、フィルム表面におけるヒートシール
可能なエチレンコポリマー領域を提供すること。したがって、本態様は、通常、反応性相
溶化ポリマーがエチレンベースのホモポリマーまたはコポリマーブレンド層のみに添加さ
れる理由を説明する。反応性ポリマーがＥＶＯＨ層に添加される場合、その存在がＥＶＯ
Ｈを過度に架橋させ、該層をヒートシールが不可能にすることになる。したがって、反応
性の相溶化ポリマーが、非反応性のブレンドされたエチレンベースのホモポリマーおよび
／またはコポリマーに添加された場合、該相は、絡み合わされるが架橋はされない。反応
性相溶化ポリマーがＥＶＯＨの界面まで拡散し、ＥＶＯＨのヒドロキシル官能基と反応す
るとき、該界面は、共有結合で結合されるようになることができると考えられる。
【００２５】
[0024]　本開示の上記およびその他の態様、特徴、および実施形態は、本明細書に提供さ
れる図、特許請求の範囲、および詳細な開示を参照することによって理解されよう。
【００２６】
[0025]　本開示の様々な態様および実施形態を、本明細書に提供された図面に以下の通り
図示する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】[0026]いくつかのフレーバー分子およびポリオレフィンに対する、推定ＨＳＰ（
ハンセン溶解度パラメーター）距離（ｘ軸）対特定の香料の損失百分率（％）（ｙ軸）の
プロットである。（このプロットは、出典「The Official Hansen Solubility Parameter
 Site」、http://hansen-solubility.com/からである）
【図２】[0027]本開示のある実施形態による、エチレン含量０ｍｏｌ％のＰＶＯＨ（ポリ
（ビニルアルコール））、エチレン含量１００ｍｏｌ％のＬＤＰＥ（低密度ポリエチレン
）、および選択されたＥＶＯＨ（エチレンビニルアルコール）コポリマーに対する、様々
な熱的および結晶化度特性を比較するグラフである。プロットされているものは、ＰＶＯ
Ｈ、選択されたＥＶＯＨコポリマーおよびＬＤＰＥに対する、ガラス転移温度、融解ピー
ク温度、および質量ベースの結晶化度である。このアプローチは１ｍｏｌ％からのエチレ
ンモル百分率に適用することができるが、この解析は一般に４０％≦ｍｏｌ％エチレン≦
８０％の範囲内で、バランスのとれたシーラントヒートシール性およびフレーバースカル
ピング性能を提供する。
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【図３】[0028]本開示による対象ＥＶＯＨコポリマーのＴｇのＫｗｅｉモデルフィットを
比較する、ｋ、０．９９９およびｐ、１７．５８のＫｗｅｉモデルパラメーターに基づく
、ＥＶＯＨコポリマーのＴｇ計算値（℃）対ＥＶＯＨコポリマーのＴｇ実測値（℃）のプ
ロットである。計算したＥＶＯＨコポリマーのＴｇ（℃）は、以下の式
【数１】

によって得られる。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
[0029]　特に、本開示は、飲料成分パウチ、バッグ、またはカートリッジのために特に有
用である、ヒートシール可能なバリア積層材パッケージングに関連する新規な組成物、パ
ッケージング構造物、および方法を提供する。飲料ベース、成分、または成分濃縮物を収
納するために製造されるパウチの新規な構造物および化学組成物が提供され、構造物およ
び化学組成物は、フレーバースカルピング、酸素透過性、および／または望ましくない水
分の進入または退出に対する性能を向上させながら、改良されたヒートシール性を提供す
ることができる。これらの特性は、今度は、パウチまたはカートリッジおよびその内容物
の安定性および耐用年数に影響を及ぼす。
【００２９】
[0030]　一態様において、大部分の飲料フレーバー成分は、約１００ｇ／ｍｏｌ～約２５
０ｇ／ｍｏｌの範囲の分子量を有する。有用なフレーバー成分および分子は、極性、なら
びに化学的および物理的特性を変化させる広範な化学的官能性部分を含む。炭酸清涼飲料
の多くのフレーバー成分は、カンキツ類ベースである。例えば、オレンジジュース用の選
択された飲料フレーバー成分のリストを表２に示すが、飲料フレーバー成分を表において
モル体積として表示した、フレーバー成分の分子量および分子サイズの間の関係を例示す
る。カンキツ類芳香／フレーバー化合物の包括的な分析は、Ｈｏｇｎａｄｏｔｔｉｒら「
Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　 ｏｆ　Ａｒｏｍａ Ａｃｔｉｖｅ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄs
　ｉｎ　Ｏｒａｎｇｅ　Ｅｓｓｅｎｃｅ　 Ｏｉｌ　Ｕｓｉｎｇ　Ｇａｓ　Ｃｈｒｏｍａ
ｔｏｇｒａｐｈｙ－Ｏｌｆａｃｔｏｒｙ　ａｎｄ　Ｇａｓ　Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈ
ｙ－Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｏｍｅｔｒｙ」，Ｊ．Ｃｈｒｏｍ．Ａ，９９８（2003）２０１
－２１１に示されている。
【００３０】
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【表２－１】

 
 
【００３１】
【表２－２】

【００３２】
[0031]　表２が示すように、典型的なフレーバー成分に対する、比較的狭い範囲の分子量
およびモル体積に依存する運動直径は、ポリマー中の拡散速度およびポリマーによる取込
み（溶解度）の起こる程度が、主に、シーラント樹脂の範囲（厚さ）および分子構造およ
び組成によるものであることを示している。本開示は、飲料成分パウチ等の製造における
その使用のための新規な組成物および方法を提供する。
【００３３】
[0032]　ヒルデブラント溶解度パラメーターの方法論等の、溶解度パラメーターに基づく
アプローチは、シーラントポリマー－フレーバー成分の相互作用、またはヒルデブラント
溶解度パラメーターが決定され得る、任意の２つの分子または物質の間の相互作用を説明
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するまたは特徴付けるために使用することができる。これらのアプローチにおいて、シー
ラントポリマーおよび所与のフレーバー成分の間の相互作用（分散（D）、極性（P）、お
よび水素結合（H））の固有の分子力が相互作用する程度の相対的なランキングを、この
特定のシーラント層－フレーバー成分の組合せのフレーバースカルピング性能を予測する
のに使用することができる。
【００３４】
[0033]　例えば、ヒルデブラント溶解度パラメーターδ等の溶解度パラメーターは、物質
の凝集エネルギー密度の平方根として表され、凝集エネルギー密度の平方根は、以下の関
係則（式２）に従って、そのモル体積Ｖで除算した物質のモル蒸発熱Ｅである。
【００３５】
【数２】

　溶解度パラメーターの単位は、（エネルギー／体積）１／２である。エネルギー密度の
単位は、圧力の単位と等価であるので、通常、ＭＰａ１／２等の、（圧力）１／２の単位
で表された溶解度パラメーターに出会う。
【００３６】
[0034]　同様に、ハンセン溶解度パラメーターは、同一の単位で表される。ハンセン溶解
度パラメーター（HSP）アプローチは、物質の総凝集エネルギーが蒸発熱に等しいと仮定
する。さらに、蒸発熱は原子の、分散力δＤ、永久双極子力δＰ、および水素結合力δＨ

からの寄与に分割される。これらの寄与は、全体的なハンセン溶解度パラメーターを得る
ための独立したベクトルと仮定されている：
【００３７】

【数３】

【００３８】
[0035]　溶解度パラメーターアプローチは、それぞれの溶解度パラメーターの二乗の間の
差異が考えられる場合、物質の間の「類似」を評価する定量的な方法を提供する。例えば
、ＨＳＰ理論は、溶解度パラメーター「距離」（Ra）を提供する。例えば、ポリマーおよ
びフレーバー分子等の、２つの分子の任意の組合せに対するハンセンパラメーターの間の
「距離」（Ra）は、以下の通り計算される。上記に例示したように、それぞれの分子また
はポリマーは、以下：
　δＤ（MPa1/2）は、分子間の分散力からのエネルギーであり；
　δＰ（MPa1/2）は、分子間の双極子分子間力からのエネルギーであり；
　δＨ（MPa1/2）は、分子間の水素結合からのエネルギーである
の３種のハンセンパラメーターを有し、それぞれが単位（MPa1/2）を有する。
　総エネルギーに対応するδＴ（MPa1/2）に対する計算値も存在する。これらのハンセン
パラメーターを用いて、ポリマーおよびフレーバー分子等の、２つの分子の任意の組合せ
に対するハンセンパラメーターの間の「距離」（Ra）（同様にMPa1/2単位）が、以下の式
に従って計算される。これらの式において、δパラメーターが、分子１および分子２に対
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して示される。
（Ｒａ）２＝４（δＤ，２－δＤ，１）２＋（δＰ，２－δＰ，１）２＋（δＨ，２－δ

Ｈ，１）２　（４）
【００３９】
【数４】

　分子または物質の任意の対の間の「距離」がより近い、即ち、Ｒａ値がより小さいほど
、一方が他方中により可溶性であり、シーラント層ポリマーおよびフレーバー分子の一般
的に望ましくない組合せを指し示している。
【００４０】
[0036]　これらの式（式４および式５）において、無理式中の第１項の前の４の係数は、
より良好なデータの近似を達成するために式に経験的に加えたものである。ＨＳＰ距離Ｒ

ａは、これらの分子の相互作用の総相対寄与に関係する、２つの物質の間の分子の相溶性
の相対評価をもたらす。距離Ｒａは、実験的に決定された物質の溶解球半径Ｒ０に比較し
て、重要性が高い。ＨＳＰ理論によれば、比Ｒａ／Ｒ０＜１の場合、混和性が示され、こ
の比は、ＨＳＰ解析のＲＥＤ数と称される。
【００４１】
[0037]　本開示の表３は、予測されるフレーバースカルピング性能という点における、潜
在的なシーラント層組成物のランキングを提供するための、ＨＳＰアプローチを用いたフ
レーバースカルピングに関するＨＳＰ解析を例示する。この解析のために、特に、５種の
フレーバーマーカー化合物：ｄ－リモネン、オイゲノール、オクタナール、ノナナール、
およびデカナールを試験した。これらの５種のフレーバー分子を使用して、特定のシーラ
ントポリマー－フレーバー化合物の組合せに対するＨＳＰスクリーニング距離（Ra）を評
価した。
【００４２】

【表３】

【００４３】
[0038]　表３を参照すると、最初の５行は、多数の商業的なフレーバーのある飲料製品に
一般的な、５種の選択されたフレーバーマーカー化合物に対する成分および総ハンセン溶
解度パラメーターを要約する。次の５行は、これらの５種のフレーバーマーカー化合物の
間のＨＳＰ距離を示す。該データは、５種の化合物の中の最大距離は、以下に図示されて
いるｄ－リモネンおよびオイゲノールの間で見出されることを示す。
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【００４４】
【化１】

　したがって、表３のデータは、最大ＨＳＰ距離の対は、ｄ－リモネンおよびオイゲノー
ル（Ｒａ＝１０．５６）であり、一方、最小ＨＳＰ距離の対は、ノナナールおよびデカナ
ール（Ｒａ＝０．５３）であることを示唆する。
【００４５】
[0039]　このデータは、ｄ－リモネンは分散的な相互作用を介して最も強く相互作用し、
オイゲノール、チョウジ油から抽出した芳香族アルコールは、他の４種の選択されたフレ
ーバーマーカー化合物と比較して、強い分散、極性およびとりわけ水素結合の相互作用を
示すことの認識によって説明することができる。これらの個々の分子構造は、示されたよ
うに、いかにして、分子構造、構造上の対称性、および化学的官能性がハンセン溶解度パ
ラメーターの差異に寄与するかを例示する。同様に、ノナナールおよびデカナールの最小
ＨＳＰ距離の対は、オクタナール、ノナナール、およびデカナールは、一連のＣ８からＣ
１０までの同族体のアルキルアルデヒドを意味し、配列中のそれぞれの連続的なアルデヒ
ドは、単一のメチレン単位のみによって相異していることの認識によって説明することが
できる。
【００４６】
[0040]　表３のデータは、すべてのフレーバー化合物に対する吸着を軽減するために、単
一のポリマーの食品接触層を選択することは困難であることをさらに例示する。例えば、
ｄ－リモネンのような非極性化合物から大きなＨＳＰ距離を有するポリマーは、ｄ－リモ
ネンの取込みを制限し得るが、これらのポリマーは、アルデヒドまたは水素結合相互作用
に関与するフレーバー化合物等の中等範囲の極性化合物から実質的に十分遠くへ離れて移
動され得ない。しかし、該ポリマーが、３つの分子相互作用軸に沿って、即ち、分散、極
性、および水素結合軸のそれぞれに沿って、距離が最大になるように設計され得るまたは
選択され得る場合、ポリマーＨＳＰの値は、フレーバースカルピングが効果的に最小限に
抑えられる、最大ＨＳＰ値を有するフレーバー成分から十分遠くへ離れて移動され得る。
この概念は、例えば、図１に、および表４を含むその計算において例示されており、この
場合、図１のデータに基づいて、７５％のフレーバー成分の損失に対して、スクリーニン
グ距離は６．２５ＭＰａ１／２であると解釈される。
【００４７】
[0041]　特定のシーラントポリマー－フレーバー化合物の組合せに対するＨＳＰスクリー
ニング距離（Ra）を評価するのに使用したフレーバーマーカー分子を、表４に例示する特
定のシーラントポリマーに対するＨＳＰパラメーターを用いて試験した。このようにして
、表４は、６．２５ＭＰａ１／２のスクリーニング距離および７５．０％の芳香化合物損
失に対して提供されるＨＳＰ解析を提供する（図１を参照されたい）。
【００４８】
[0042]　この解析に基づき、ＰＶＯＨ（ポリ（ビニルアルコール））、ＰＶＰ（ポリビニ
ルピロリドン）、およびセロハン等の高極性ポリマーは、計算したＨＳＰ距離が、フレー
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に極性であることが判明した。ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ、１－エテニルピロリジン
－２－オンとも命名される）およびセロハンは、実質的に水溶性であり、水性飲料成分の
水性パッケージング用途における、これらの使用がシール強度を著しく損なう程度まで水
の存在下で膨潤し得る。しかし、ＥＶＯＨ（エチレンビニルアルコール）コポリマーは、
ＰＶＯＨおよび低密度ポリエチレン（LDPE）のもの中間のヒートシール性およびフレーバ
ースカルピング挙動を示す。ＥＶＯＨは、ＬＤＰＥと類似の鎖構造を有するフリーラジカ
ル重合エチレン－酢酸ビニルコポリマーを加水分解することによって形成される。
【００４９】
[0043]　商業的なＥＶＯＨコポリマーは、一般に、そのモルエチレン含量、即ち、コポリ
マー中のエチレンのモル百分率（ｍｏｌ％）に従って特定される。表５は、いくつかのＥ
ＶＯＨポリマーの熱データを提供し、低いフレーバースカルピングを有し、優れたヒート
シール性を付与することが可能である組成物の範囲を特定するために、熱データをＰＶＯ
Ｈ、ＥＶＯＨおよびＬＤＰＥ特性と比較した。図２も表５のデータのグラフによる比較を
提供し、０ｍｏｌ％エチレン含量におけるＰＶＯＨ（ポリ（ビニルアルコール））、１０
０ｍｏｌ％エチレン含量におけるＬＤＰＥ（低密度ポリエチレン）、および様々な量のエ
チレン含量を有する選択されたＥＶＯＨ（エチレンビニルアルコール）コポリマーに対す
る、本開示のいくつかの態様による様々な熱的および結晶化度特性を示す。プロットされ
たものは、ＰＶＯＨ、選択されたＥＶＯＨコポリマーおよびＬＤＰＥに対するガラス転移
温度、融解ピーク温度、および質量ベースの結晶化度である。
【００５０】

【表４】

【００５１】
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【表５】

【００５２】
[0044]　本開示の原理に基づくこのデータの解析は、優れた熱的性能および優れたフレー
バースカルピング性能のバランスのとれた組成物は、約４０ｍｏｌ％から８０ｍｏｌ％ま
での間のエチレン含量の範囲で実現される可能性があることを示す。表５および図２を参
照されたい。最も高いエチレン含量を有する商業的に知られているＥＶＯＨコポリマーは
、約４８ｍｏｌ％のエチレンを含む。したがって、これから最大約８０ｍｏｌ％までのよ
り高いエチレン含量を有するＥＶＯＨコポリマーが、バランスのとれた、改良された熱的
性能およびフレーバースカルピング性能に適していることが見出されている。即ち、本開
示は、ヒートシール層ポリマーは、約４０≦エチレンｍｏｌ％≦約８０％であるＥＶＯＨ
コポリマーであるべきであり、それを含む、またはそれから選択されるべきであることを
示す。
【００５３】
[0045]　さらに、本開示の原理によるこのデータの解析は、高い化学的極性と、優れたヒ
ートシール性を確保するための低い結晶化度とのバランスをとったシーラント層組成物を
実現するために、エチレンベースのヒートシーラント樹脂とＥＶＯＨのブレンドを提供す
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ることができ、このブレンドは、約１ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％の範囲の有効なエチレン
モル百分率をもたらすが、通常、約４０ｍｏｌ％から約８０ｍｏｌ％までの間の範囲内で
使用することができることをさらに示している。例えば、ＥＶＯＨは、以下のエチレンベ
ースのホモポリマーおよび／またはコポリマーのうちの１つまたは複数とブレンドするこ
とができて、エチレンベースのヒートシーラント樹脂と、ＥＶＯＨ：ＬＤＰＥ；ＨＤＰＥ
；ＬＬＤＰＥ；ＶＬＤＰＥ；ＵＬＤＰＥ；酢酸ビニルとのエチレンコポリマー；メチル－
、エチル－もしくはブチル－アクリラートとのエチレンコポリマー；アクリル酸、メタク
リル酸もしくは部分的にもしくは完全に中和されたこれらのアイオノマーとのエチレン－
酸のコポリマー；無水マレイン酸グラフト化エチレンコポリマー；グリシジルメタクリラ
ートもしくはエポキシ修飾されたエチレンコポリマー；またはヒドロキシル反応性官能基
を有する任意の他のエチレンベースのコポリマー、等との開示されているブレンドが提供
される。
【００５４】
[0046]　直前に開示されているもの等のポリマーブレンドは、本開示に示される原理によ
り、優れたヒートシール性と低いフレーバースカルピング性の両方の必要なバランスを実
現するシーラント層組成物をもたらす。即ち、本開示は、ヒートシール層ポリマーが、ブ
レンド中の総エチレン含量が約１ｍｏｌ％～約９０ｍｏｌ％である、ＥＶＯＨコポリマー
およびＰＥ（ポリエチレン）のブレンドであるべきであり、それを含み、またはそれから
選択されるべきであることを示す。有利には、ＥＶＯＨコポリマーおよびＰＥのブレンド
は、約４０≦エチレンｍｏｌ％≦約８０％の総エチレン含量を有することができる。この
組成物の範囲において、所望により、該ブレンド中に幾分かのＰＶＯＨを含むことも可能
である。
【００５５】
[0047]　したがって、本開示は、ａ）約１ｍｏｌ％から約９０ｍｏｌ％までの間のエチレ
ン含量を有するＥＶＯＨ（エチレンビニルアルコール）コポリマー；および／または、ｂ
）約１ｍｏｌ％から約９０ｍｏｌ％までの間のブレンド中の総エチレン含量を有するＥＶ
ＯＨコポリマーおよびＰＥ（ポリエチレン）のブレンドのうちの少なくとも１つを含む最
内部ヒートシール層を有する飲料成分パウチ等の、積層パッケージング構造物を提供する
。他の態様において、ＥＶＯＨコポリマーは、約１ｍｏｌ％から約８０ｍｏｌ％までの間
のエチレン含量を有することができ、および／またはＥＶＯＨコポリマーおよびＰＥ（ポ
リエチレン）のブレンドは、約１ｍｏｌ％から約８０ｍｏｌ％までの間のブレンド中の総
エチレン含量を有することができる。さらに、いずれかのコポリマーの選択肢において、
ＥＶＯＨコポリマー中のエチレンのｍｏｌ％またはＥＶＯＨ／ＰＥブレンド中のエチレン
のｍｏｌ％は、約１ｍｏｌ％、２ｍｏｌ％、３ｍｏｌ％、４ｍｏｌ％、５ｍｏｌ％、６ｍ
ｏｌ％、７ｍｏｌ％、８ｍｏｌ％、９ｍｏｌ％、１０ｍｏｌ％、１２ｍｏｌ％、１５ｍｏ
ｌ％、１８ｍｏｌ％、２０ｍｏｌ％、２５ｍｏｌ％、３０ｍｏｌ％、３５ｍｏｌ％、４０
ｍｏｌ％、４５ｍｏｌ％、５０ｍｏｌ％、５５ｍｏｌ％、６０ｍｏｌ％、６５ｍｏｌ％、
７０ｍｏｌ％、７５ｍｏｌ％、８０ｍｏｌ％、８５ｍｏｌ％、もしくは９０ｍｏｌ％、ま
たは任意のこれらのモル百分率の間の任意の範囲であることができる。
【００５６】
[0048]　したがって、他の態様は、約１ｍｏｌ％から約９０ｍｏｌ％までの間、約１０ｍ
ｏｌ％から約９０ｍｏｌ％までの間、約２０ｍｏｌ％から約８５ｍｏｌ％までの間、約３
０ｍｏｌ％から約８５ｍｏｌ％までの間、または約４０ｍｏｌ％から約８０ｍｏｌ％まで
の間のブレンド中の総エチレン含量を有するＥＶＯＨコポリマーおよびＰＥ（ポリエチレ
ン）のブレンドを含む最内部ヒートシール層を有する飲料成分パウチ等の積層パッケージ
ング構造物を提供する。本態様によれば、ＥＶＯＨコポリマーおよびＰＥ（ポリエチレン
）のブレンドは、約２０ｍｏｌ％、２５ｍｏｌ％、３０ｍｏｌ％、３５ｍｏｌ％、４０ｍ
ｏｌ％、４５ｍｏｌ％、５０ｍｏｌ％、５５ｍｏｌ％、６０ｍｏｌ％、６５ｍｏｌ％、７
０ｍｏｌ％、７５ｍｏｌ％、または８０ｍｏｌ％のブレンド中の総エチレン含量を通常有
することができる。
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【００５７】
[0049]　他の態様において、本開示は、２つの熱可塑性樹脂表面が熱および圧力の適用に
よって互いにシールされる、２つの熱可塑性樹脂をヒートシールする方法であって、熱可
塑性樹脂のうちの少なくとも１つが、約１ｍｏｌ％から約９０ｍｏｌ％までの間のエチレ
ン含量を有するＥＶＯＨ（エチレンビニルアルコール）コポリマー；および／またはブレ
ンド中の総エチレン含量が約１ｍｏｌ％から約９０ｍｏｌ％までの間である、ＥＶＯＨコ
ポリマーおよびＰＥ（ポリエチレン）のブレンドを含むことを特徴とする方法を提供する
。
【００５８】
[0050]　さらに別の態様によれば、本開示はまた、２つの熱可塑性樹脂表面がヒートシー
ルされている物品であって、熱可塑性樹脂表面のうちの少なくとも１つが、約１ｍｏｌ％
から約９０ｍｏｌ％までの間のエチレン含量を有するＥＶＯＨ（エチレンビニルアルコー
ル）コポリマー；および／またはブレンド中の総エチレン含量が約１ｍｏｌ％から約９０
ｍｏｌ％までの間である、ＥＶＯＨコポリマーおよびＰＥ（ポリエチレン）のブレンドを
含む、物品を提供する。
【００５９】
[0051]　一態様において、本開示に対する方策は、改良されたヒートシール性を有するシ
ーラント層を提供するために、ＥＶＯＨと共にブレンドされ、均質化される副成分として
、ポリオレフィンベースのシーラント樹脂の添加を使用することができる。このアプロー
チは、様々な極性の広範なフレーバー成分に対するＥＶＯＨの優れた耐フレーバースカル
ピング性を予想外に維持することが見出されている。本開示の前には、ヒートシール可能
性および非フレーバースカルピング性の両方である潜在的な積層材シーラント組成物に取
り組む試みは少数しか存在していない。理論に拘泥することなく、この結果は、これらの
特性は一般に相互に排他的であるという知見によるものであり得る。即ち、耐フレーバー
スカルピング性である大部分のポリマーは、ヒートシールすることが非常に困難である。
【００６０】
[0052]　したがって、本開示は、積層構造の食品接触層およびヒートシール層を含む、非
混和性または部分的に混和性のポリマーブレンドにおける、一般的にポリマーブレンドモ
ルホロジーの安定化の方向に向けられる。以下の本開示の様々な態様の要約は、以下の全
般的な指針に関する、シーラント層配合物のための組成物およびブレンド順序に関連する
。
　（１）積層構造のヒートシーラント－食品接触層用組成物は、少なくとも１種の界面相
溶化剤を含む、少なくとも１種のポリオレフィンポリマーまたはコポリマー組成物と混合
された、１モル％～８０モル％の範囲、あるいは、１モル％～９０モル％ーセントの範囲
のエチレン含量を有するＥＶＯＨコポリマーを第１の成分として含んでもよい。
　（２）該ＥＶＯＨコポリマーは、少なくとも１０体積％～最大９９体積％のヒートシー
ラント－食品接触層を含んでもよい。
　（３）ポリオレフィン組成物は、以下のリスト：高密度ポリエチレン（HDPE）、様々な
不均一系または均一系の遷移金属配位触媒技術によって触媒された、線状低密度（LLDPE
）、超低密度（VLDPE）または超低密度（ULDPE）ポリエチレンコポリマー；高圧、フリー
ラジカル重合エチレンホモポリマー（LDPE）；エチレンと、酢酸ビニル、アクリラート（
例えば、メチル－、エチル－、および／またはブチル－アクリラート）、酸コモノマー（
例えば、アクリル酸、およびメタクリル酸）との高圧、フリーラジカル重合コポリマー；
ならびにエチレン－酸コポリマーの部分的に中和されたまたは中和されたアイオノマー；
ならびに前述のポリマーの様々なブレンドからの１種または複数のポリマーを含んでもよ
い。
　（４）相溶化剤は、（ａ）上記指針（３）に列挙されたポリオレフィン樹脂のうちの１
つ；上記指針（３）に列挙された前述のポリオレフィン樹脂のうちの１つの無水物でグラ
フトされた変形体；ＥＶＯＨヒドロキシル官能基と反応により結合することが可能なエポ
キシ修飾（グリシジル）樹脂（例えば、グリシジルメタクリラート修飾樹脂）；および／
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よく、これらから本質的になってもよく、またはこれらからなる群から選択してもよい。
　（５）ヒートシーラント－食品接触層に対する配合／ブレンド順序は、一般に以下の通
り行われる：
　（ａ）上記指針（３）に列挙されたポリオレフィン樹脂のうちの１つまたは複数の、上
記指針（４）に記載された適した相溶化剤との配合。
　（ｂ）前述のマスターバッチの、上記指針（１）で定義されたＥＶＯＨコポリマーとの
配合。
　（６）（５）（ｂ）でシーラント層として配合された樹脂の、タイ層接着材の有無にお
ける積層材共押出し。
　（７）（５）（ｂ）でシーラント層として配合された樹脂の、タイ層接着材の有無にお
ける押出しコーティング。
　（８）適したタイ層接着材は、限定するものではないが、エチレン－酢酸ビニルコポリ
マー、エチレン－アクリラートコポリマー、エチレン－酸コポリマー、およびグリシジル
メタクリラート修飾エチレンコポリマーを含んでもよく、これらから本質的になってもよ
く、またはこれらからなる群から選択してもよい。
【００６１】
[0053]　ドロキシル反応性相溶化剤とのＥＶＯＨおよびエチレンベースのホモポリマーま
たはコポリマーのブレンドは、ＥＶＯＨ相をエチレンコポリマーブレンドベースの相と、
その界面の全域で結合することができる。この結合または相溶化機能は、ブレンドされた
層が全面的に一体化され、強くなるように界面を強化し、また、自己相互拡散することが
できて、フィルム界面において、改良されたヒートシール強度をもたらすことができる、
ヒートシール可能なエチレン－コポリマー領域を提供する。したがって、反応性相溶化ポ
リマーは、通常、エチレンベースのホモポリマーまたはコポリマーのブレンド層にのみ添
加される。
【００６２】
[0054]　本発明の上記およびその他の態様および実施形態を、以下の実施例においてさら
に説明する。
【実施例】
【００６３】
[0055]　本開示に述べられた方策によれば、表６は、一連の組成物を支配する概念を示す
、いくつかの例示的なブレンドを要約する。この表に示すリストは、決してすべての起こ
り得る実施形態またはほとんどの実施形態を含んではいないが、これらの実施例は、シー
ラント層組成物および配合物の方策の概念の特徴を例示する。
【００６４】
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【表６】

【００６５】
[0056]　例えば、本明細書に示された実施例において、通常すべての場合、１ｍｏｌ％～
９０ｍｏｌ％以上の範囲のエチレン含量を含むＥＶＯＨコポリマーは、ポリオレフィン副
成分相および反応性相溶化剤と、またはポリオレフィンベースの副成分および反応性（共
有結合で結合される、または比較的強い分子間引力を介して）、界面相溶化ポリマーを含
む配合されたポリオレフィンマスターバッチと直接または逐次にブレンドされて、５０．
１％≦φ主成分≦９９．５％および０．５％≦φ副成分≦４９．９％の体積ベースの組成
物を有する多相ポリマーブレンドを得ることができる。
【００６６】
[0057]　ブレンドの組成物はまた、各成分に対する適当な質量相密度を用いると、重量パ
ーセントのベースで同価に規定される。この態様において、副成分相の体積分率は、副成
分ポリオレフィン成分および反応性界面相溶化ポリマーをまとめている。界面相溶化ポリ
マーの添加は、副成分相ポリオレフィンブレンドの０．０１ｗｔ％から１００ｗｔ％まで
の間の質量分率において一般的に添加することができる。界面相溶化ポリマーの実際の組
成は、変数の中でも、一般に、その反応性官能基の濃度、その分子量および分子量分布、
ならびに使用されるマスターバッチおよび最終ブレンドの混合強度に依存する。
【００６７】
[0058]一態様において、本出願人は理論に拘泥するものではないが、該ブレンドのポリオ
レフィン副成分相は、界面相溶化ポリマーを貯蔵するための一種のリザーバーの役割を果
たしてもよく、同時に、界面相溶化ポリマーのＥＶＯＨ相への曝露を制御された方法で制
限する。この態様において、副成分ポリオレフィン相を固着させながら、ＥＶＯＨ相と反
応し、架橋するのに十分な反応性相溶化ポリマーを提供してもよい。したがって、ＥＶＯ
Ｈ相内への過剰の反応性相溶化ポリマーは、ヒートシール工程の間にフローおよびコーキ
ングを妨害する過度の架橋を引き起こす可能性がある。
【００６８】
[0059]　他の態様によれば、界面相溶化ポリマーには、ＥＶＯＨヒドロキシル官能基と反
応することができる、反応性官能基の手段が望ましくは含まれ得る。適用可能な反応性化
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学的官能基にはＥＶＯＨ－ポリオレフィン副成分相界面全域で共有結合を生じさせること
が可能である無水物エポキシ（グリシジル）等の基が含まれる。しかし、これらは、例示
的な化学的官能基である。なぜなら、十分な界面の安定化および強化は、水素結合、イオ
ン相互作用、極性相互作用、分散力等の様々な特定の相互作用を介して機能する相溶化ポ
リマーによって実現され得るように、界面結合は共有結合である必要はないからである。
このようなポリマーは、例えば、オレフィン－ビニル酸コポリマーおよび関連したアイオ
ノマーを含むことができる。
【００６９】
[0060]　本明細書に開示されたように、ポリオレフィン組成物は、以下のポリマー：高密
度ポリエチレン（HDPE）、様々な不均一系または均一系の遷移金属配位触媒技術によって
触媒された線状低密度（LLDPE）、超低密度（VLDPE）または超低密度（ULDPE）ポリエチ
レンコポリマー；高圧、フリーラジカル重合エチレンホモポリマー（LDPE）；エチレンと
、酢酸ビニル、アクリラート（例えば、メチル－、エチル－、および／またはブチル－ア
クリラート）、酸コモノマー（例えば、アクリル酸、およびメタクリル酸）との高圧、フ
リーラジカル重合コポリマー；ならびにエチレン－酸コポリマーの部分的に中和された、
または中和されたアイオノマー；ならびに前述のポリマーの様々なブレンドのうちの１つ
または複数を含んでもよく、またはそれから選択されてもよい。
【００７０】
[0061]　上記の項目（３）に基づくポリオレフィン組成物によるブレンド方策の例は、
　（１）ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＬＬＤＰＥ、またはＶＬＤＰＥと共にエチレン－酸コポリ
マー：界面相溶化剤として、ＥＶＡまたはＥＭＡコポリマーを添加、および
　（２）ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＬＬＤＰＥ、またはＶＬＤＰＥと共にナトリウムアイオノ
マー：界面相溶化剤として、ＥＶＡまたはＥＭＡと共にエチレン－酸コポリマー
を含み、
　（３）上記項目（１）および（２）は、ＥＶＯＨヒドロキシル官能基と反応することが
可能な、少なくとも１種の界面反応性相溶化剤も含むことになる。
　ポリマーブレンドは、コポリマー中の隣接する単位が、別のポリマーまたはコポリマー
を構成する単位より相互により低い親和性を有するコポリマーを用いて設計される。コポ
リマー単位の間の相互作用エネルギーが、ブレンドされたポリマー中の相互作用よりプラ
スの場合、全体的な相互作用エネルギーは低下され、部分的な混和性が起こる。水素結合
等の特定の相互作用がポリマーブレンドにおいて効果的に使用されて、界面相溶性および
相の間の部分的混和性が促進される。
【００７１】
定義
[0062]　本明細書で使用される用語をより明確に定義するために、以下の定義を提供して
、本開示の様々な態様をさらに説明し、詳しく述べるが、該定義は本開示それ自体または
文脈によって別の指示がなければ、本明細書に適用することができる。参照により本明細
書に援用された任意の文献によって提供された任意の定義または用法が、本明細書で提供
された定義または用法と矛盾する限り、本明細書に提供された定義または用法が支配する
。
【００７２】
[0063]　「炭酸清涼飲料（CSD）」びんまたは容器という用語は、対象とする容器の内容
物に関しては特定の限定なしに、炭酸化等の加圧下で使用するように設計された本開示の
容器を表すために本明細書で使用される。一般に、「容器」という用語は、文脈上別の意
味に解すべき場合を除き、「びん」という用語と同義で使用される。
【００７３】
[0064]　ポリマー「ブレンド」またはポリマーおよび／またはコポリマーのブレンドは、
列挙されたポリマーに基づく、当技術分野で認められているクラスの材料である。ＩＵＰ
ＡＣ　Ｃｏｍｐｅｎｄｉｕｍ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｔｅｒｍｉｎｏｌｏｇｙ（ ed.
 A. D. McNaught & A. Wilkinson、Blackwell Science, Cambridge, UK, c. 1997, p.312
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）によれば、ポリマーブレンドは、２種以上の異なるポリマーの肉眼的に均一な混合物で
ある。ポリマーブレンドは、均一な性質および明確な特性を有する。
【００７４】
[0065]　略語「ＰＶＯＨ」は、０ｍｏｌ％のエチレン含量を有するポリ（ビニルアルコー
ル）に対して使用され；「ＬＤＰＥ」は、１００ｍｏｌ％エチレン含量を有する低密度ポ
リエチレンに対して使用され、「ＥＶＯＨ」は、エチレンビニルアルコールコポリマーで
あり、これは名目上はビニルアルコールおよびエチレンのコポリマーであり、０ｍｏｌ％
を超え、１００ｍｏｌ％未満のエチレン含量を含む。
【００７５】
[0066]　本明細書および添付した特許請求の範囲で使用される、単数形「１つの（ａ）」
、「１つの（ａｎ）」、および「その（ｔｈｅ）」には、文脈が明確に別に指示しない限
り、複数の指示対象が含まれる。したがって、「１つの光」への言及には、単一の光と、
接触が示すまたは許すならば、１つより多くの光の任意の組合せ、例えば、組み合わせて
使用される複数のＵＶ光が含まれる。
【００７６】
[0067]　本明細書および特許請求の範囲全体にわたり、用語「含む（comprise）」および
「含む（comprising）」および「含む（comprises）」等の該用語の変形は、「含めるが
限定するものではない（including but not limited to）」を意味し、例えば、他の添加
剤、成分、要素、または工程を除外するものではない。組成物および方法は、様々な成分
または工程を「含む（comprising）」という用語で説明されているが、該組成物および方
法はまた、様々な成分または工程「から本質的になる」または様々な成分または工程「か
らなる」可能性もある。
【００７７】
[0068]　本明細書全体における「一実施形態」「ある実施形態（an embodiment）」また
は「実施形態（embodiments）」への言及は、該実施形態と関連して説明されている特定
の、特徴、構造物、または特性が、少なくとも１つの実施形態に含まれることを意味する
。したがって、本明細書中の様々な場所において「一実施形態において」または「ある実
施形態において」という語句の出現は、すべてが必ずしも同じ実施形態に関するとは限ら
ない。さらに、特定の特徴、態様、構造物、または特性は、１つまたは複数の実施形態に
おいて任意の適切な方法で組み合わされ得る。
【００７８】
[0069]　「任意選択の」または「任意選択により」は、引き続いて記述された要素、成分
、工程、または状況が、起こるまたは起こらないことがあること、および該記述には、要
素、成分、工程、または状況が起こる場合、または起こらない場合が含まれることを意味
する。
【００７９】
[0070]　本明細書全体において、様々な刊行物が参照され得る。これらの刊行物の開示は
、それにより、開示されている主題が関連する最新技術をより完全に説明するために、関
連部分について参照により本明細書に援用される。開示された参考文献はまた、該参照が
存在する文章中で論じられるものに記載されている素材に対して、個々におよび特定的に
参照により本明細書に援用される。参照により本明細書に援用された任意の文献によって
提供された任意の定義または用法が、本明細書で適用された定義または用法と矛盾する限
り、本明細書で適用された定義または用法が支配する。
【００８０】
[0071]　別の指示がなければ、任意のタイプの範囲、例えば、サイズ、数値、百分率等が
開示または特許請求された場合、その中に包含される部分的範囲または部分的範囲の任意
の組合せを含めた、このような範囲が合理的に包含し得るそれぞれ可能な数を個別に開示
または特許請求することが意図される。サイズまたは百分率の範囲を記述する場合、この
ような範囲が無理なく包含し得るであろう、考えられるすべての数は、例えば、範囲の端
点に存在するより大きい１つの有効数字を有する範囲内の値、または状況が示すもしくは



(22) JP 6843848 B2 2021.3.17

10

20

30

40

許すならば、最上位の数を有する端点と同じ数の有効数字を有する範囲内の値を指す。例
えば、８５％～９５％等の百分率の範囲を記述する場合、この開示は、開示に包含される
それぞれ８５％、８６％、８７％、８８％、８９％、９０％、９１％、９２％、９３％、
９４％、および９５％、ならびに任意の範囲、部分的範囲、および部分的範囲の組合せを
包含することを意図するものと解される。本出願人らの意図は、範囲を記述するこれらの
２つの方法が交換可能なことである。したがって、本出願人らは、何らかの理由で開示の
全部の手段より少なく特許請求することを選択した場合、例えば、本出願の時点で本出願
人らが気づかない参照事項を説明すること等、群の範囲内の部分的範囲または部分的範囲
の任意の組合せを含めた、任意のこのような群の任意の個々のメンバーを排除または除外
する権利を留保する。
【００８１】
[0072]　値または範囲は、本明細書に「約」として、「約」特定の値からおよび／または
「約」別の特定の値までと表されてもよい。このような値または範囲が表される場合、開
示された他の実施形態は、１つの特定の値から、および／または他の特定の値までの前掲
の特定の値を含む。同様に、値が、先行詞「約」の使用によって近似値として表される場
合、特定の値は別の実施形態を形成するものと解される。そこに開示されるいくつかの値
が存在すること、および各値はまた、該値それ自体に加えて「約」その特定の値として本
明細書に開示されていることがさらに解される。別の態様において、「約」という用語の
使用は、提示された値の±２０％、提示された値の±１５％、提示された値の±１０％、
提示された値の±５％または提示された値の±３％を意味する。
【００８２】
[0073]　米国特許商標庁に先立つ任意の出願において、本出願の任意の要約書が、３７　
Ｃ．Ｆ．Ｒ．第１．７２条の要求事項および３７　Ｃ．Ｆ．Ｒ．第１．７２条（b）に提
示された「米国特許商標庁および国民が、一般的に技術的開示の性質および要点をおおま
かな点検から迅速に決定することを可能にする」目的を満たす目的で提供される。したが
って、本出願の要約書はまた、特許請求の範囲を解釈するために、または本明細書に開示
された主題の範囲を限定するために使用されるものではない。さらに、本明細書に使用さ
れる任意の見出しはまた、特許請求の範囲を解釈するために、または本明細書に開示され
た主題の範囲を限定するために使用されるものではない。さもなければ推定的または仮想
的に記述された実施例を説明するのに任意の過去形を使用することは、推定的または仮想
的な実施例が実際に行われたことを反映するものではない。
【００８３】
[0074]　本明細書に開示された例示的な実施形態において多数の修正が可能であることが
、本開示による新規な教示および利点から実質的に逸脱することなく、当業者には容易に
理解されよう。したがって、すべてのそのような修正および等価物は、以下の特許請求の
範囲において定義される本開示の範囲に包含されるものである。したがって、本明細書の
説明を読んだ後、それ自体を当業者に提案し得る、その様々な他の態様、実施形態、修正
、および等価物を頼りにするものを、本開示または添付した特許請求の範囲の精神から逸
脱することなく有することができるものと理解される。
【００８４】
[0075]　本出願人らは、出願人らが気づかない可能性がある先行技術の開示を考慮してあ
らゆる特許請求の範囲を限定するために、例えば、任意の選択、特徴、範囲、要素、また
は態様を断定する権利を留保する。
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